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山中理司様

札幌地方裁判所長森 英

司法行政文書開示通知書

3月26日付け（同月29日受付）で申出のありました司法行政文書の開示につ

いて、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成21年3月31日付け「札幌高等裁判所，札幌地方裁判所及び札幌家庭裁

判所当直規程」 （片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

公にすることにより庁舎管理事務及び警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それのある情報（当直事務に従事する職員の人数等）が記載されており、 これら

の情報は、行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当すること

から、 これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課総務課電話01 1－350－4804 （担当飯森）
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、

◎札幌高等裁判所平成21年規程第1号

◎札幌地方裁判所平成21年規程第5号

◎札幌家庭裁判所平成21年規程第2号

札幌高等裁判所，札幌地方裁判所及び札幌家庭裁判所当直規程を次のように定め

る。

平成21年3月31B

札幌高等裁判所

札幌地方裁判所

札幌家庭裁判所

札幌高等裁判所，札幌地方裁判所及び札幌家庭裁判所当直規程

第1条（目的）

ホL幌高等裁判所，札幌地方裁判所（札幌地方裁判所の本庁，札幌簡易裁判所及

び札幌検察審査会をいう。以下同じ。 ）及び札幌家庭裁判所（札幌家庭裁判所の

本庁をいう。以下同じ）の執務時間外における次の事務を処理させるため，札幌

高等裁判所，札幌地方裁判所及び札幌家庭裁判所の合同の当直を置く。

(1) 庁舎，設備備品，書類等の保全

（2） 外部との連絡

（3） 文書の収受

（4） 庁内の監視

（5） 勾留質問令状関係等の裁判事務処理

第2条（当直の場所）

当直における事務の処理は，札幌高等・地方裁判所庁舎において取り扱う。

第3条（当直事務掌理者）

当直に関する事項は，次の者が掌理し，その事務は，それぞれの総務課の所管
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とする。

（1） 札幌高等裁判所札幌高等裁判所事務局長

（2） 札幌地方裁判所札幌地方裁判所事務局長

（3） 札幌家庭裁判所札幌家庭裁判所事務局長

第4条（当直の種別及び勤務時間）

当直は， 日直及び宿直とし， 日直は裁判所の休日 （以下「休日」 という。 ）に

限りこれを置く。

2 当直の勤務時間は，次のとおりとする。ただし， 当直事務掌理者は，必要に応

じて協議の上， この時間を変更することができる。

（1） 日直は午前8時30分から午後5時まで

（2） 宿直は午後5時から翌日の午前8時30分まで

‘第5条（当直員）

当直員は，札幌高等裁判所,札幌地方裁判所及び札幌家庭裁判所の一般職の職

員のうち，次の各号に掲げる職員以外の職員をもってこれに充てる。ただし，宿

直については,‘女性職員を除くものとする。

（1） 札幌高等裁判所の事務局次長及び首席書記官

（2） 札幌地方裁判所の事務局長及び首席書記官並びに札幌検察審査会事務局長

（3） 札幌家庭裁判所の事務局長，首席家庭裁判所調査官及び首席書記官

（4） 行政職俸給表Hの準用を受ける札幌高等裁判所の裁半ll所技官

（5） 行政職俸給表(三)，医療職俸給表H及び医療職俸給表(三)の準用を受ける職員

第6条（当直の割当て）

職員が当直勤務に従事する回数は， 1月当たり5回を超えることができない｡

2平日の宿直の割当ては，次の区分によりこれを行う。

(1)裁判所書記官及び裁判所書記官に任用される資格を有する裁判所事務官（以

下｢有資格事務官」 という。 ）のうち■人（うち■人は必ず裁判所書記官とす
る。 ）
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(2)裁判所事務官（有資格事務官を除く。 ） ，裁判所速記官，家庭裁判所調査官

及び家庭裁判所調査官補のうち■人

3休日の宿直の割当ては，次の区分によりこれを行う。

（1）裁判所書記官のうち■人

（2）裁判所事務官（有資格事務官を含む。 ） ，裁判所速記官，家庭裁判所調査官

及び家庭裁判所調査官補のうち■人

4 日直の割当ては，次の区分によりこれを行う。ただし，札幌家庭裁判所の職員

には割当てを行わない。

（'） 裁判所書記官及び有資格事務官のうち■人（うち■人は必ず裁判所書記官と
する。 ）

(2)裁判所事務官(有資格事務官を除く。 ）及び裁判所速記官のうち■人

5 当直事務掌理者は，必要と認めるときは協議の上， 当直員の数を増減し，又は

前条の定めにかかわらず必要と認める職員に当直を命じることができる。

6 当直員は，第2項，第3項及び第4項の各号に掲げる職員ごとに作成した当直

割当簿に基づき， 当直割当表（通知簿）に登載して順点に割り当てる。ただし，

前項により当直を命じる場合には， この限りではない。

第7条（特別事情等による当直の免除）

次の各号に掲げる事由がある場合には，その期間中における当直を免除する。

（1） 新規採用職員採用後sか月

（2） 転入職員（札幌所在の各庁問の異動を除く。 ）並びに再任用職員，臨時的任

用職員及び任期付採用職員（各任用期間の更新を除く。 ） 着任後1か月

（3） 医師から当直勤務を禁じられている職員

（4） 1か月を超える研修，病気休暇その他これに類するやむを得ない事由により

当直勤務に就くことができない職員

（5） 妊娠中の職員，産前及び産後の特別休暇中の職員並びに保育時間を取得して

いる職員
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（6） 産後1年を経過しない職員

（7） 育児時間若しくは介護休暇を取得している職員又は育児短時間勤務職員

2 次の各号に掲げる職員については， ・申請によりその期間中における当直を免除

する。

(1) 未就学の子を養育している職員で，職員のほかに常態として当該子を養育す

る配偶者がいないもの。ただし，夫婦ともに職員の場合には， その一方を免除

する。

（2） 要介護者（日常生活に支障がある者）を介護し，かつ，ほかに介護している

者がいない職員

3 次の各号に掲げる職員については， 申請によりその期間中における当直を免除

することができる。

（1） 小学校3年生までの就学児童を養育している職員で， 当該子を常態として養

育する者がいないもの。ただし，夫婦ともに職員の場合には， 当直を免除する

ことができるのはその一方とする。 ．

（2） その他， 当直事務掌理者が， 当直を免除するのが相当であると認めた職員

4 当直事務掌理者は， lか月を超えない研修, 出張，病気休暇その他これに類す

る事由により，その期間中に当直を割り当てることが相当でないと認める場合に

は，その割当てを行わず，又は他の日に害りり当てを行うことができる。

第8条（当直員の任務）

当直には， 当直主任者を置く。当直主任者は， 当直事務を総括し，その他の当

直員は， 当直主任者の指揮のもとに共同して当直事務に当たるものとする。

2 当直主任者には管理職員を充てる。管理職員が複数である場合又は管理職員が

いない場合は，俸給表の級が上位の者（級が同一のときは年長者）をこれに充て

る。

第9条（備付帳簿等）
l

当直室には，次に掲げる帳簿等を備える。
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{1) 当直日誌

（2） 当直文書受付簿

（3） 当直文書送付簿

（4） 現金書留引継簿

（5） 令状請求事件簿

（6） 当直割当表（通知簿）写し

（7） 当直受付日付印

(8) ｜

(9) ｜
⑩消印器

第10条（緊急事態等に対する措置等）

当直事務掌理者は，協議の上， 当［当直事務掌理者は，協議の上， 当直 緊急事務に関し必要な事項を定め， また，

の事態等に対処するため当直事務に関し具体的措置を執ることができる。

附則

この規程は，平成21年5月21日から施行する。1

2 札幌高等裁判所平成15年規程第4号，札幌地方裁判所平成15年規程第15

号及び札幌家庭裁判所平成15年規程第6号は平成21年5月20日限り廃止す

る。

附則（平成24年6月22日改正）
戸

この規程は, ，平成24年7月1日から施行する。


